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【 み春野自治会集会所の修繕工事終了 】 

5月 15日より実施していた集会所の大規模修繕工事は、7月 23日に終了予定です。 

今回は、屋上防水や外壁塗装に加え、集会所新築以来の各種電気設備更新他多くの修繕を実施しました。 

集会所利用に当たっては従来以上にていねいに取り扱っていただくよう、お願いします。 

また利用後の片付けや清掃も忘れずにお願いします。なお、ホール用と和室用の掃除機を別途準備する予定です。 

今回実施した主な修繕内容は、以下の通りです： 

• 屋上防水加工（ウレタン三層）、壁面塗装替（鉄骨部含む）、目地打替 

• ホール空調機器（室外機・室内機とも）更新、シーリングファン更新等 

• 男女トイレ自動水栓化、動力盤移設・配管経路移設 

• ホール・和室照明のＬＥＤ化、玄関照明等交換、SW回路変更 

• 出入口のドアヒンジ等交換・調整、ホール扉のドア部品交換 

• ホール内収納庫の扉交換、ホール上部排煙窓の開閉不良是正 

 

【 今年も夏休みラジオ体操 】 

再開した「夏休みラジオ体操」、昨年度は延べ 300人超の皆さんに参加いただきました。 

今年も夏祭り前の一週間 8月 16日（土）～25（金） 、毎朝 6:30からみ春野公園で開催します。 

「ラジオ体操」は小学生が夏休みにやるものという印象が強いですが、腰と体幹によい運動が多数含まれており、効率よく

運動効果をもたらす究極の体操です。体を引き締めたい人、心身状態を良好に保ちたい人は、この夏から毎日の習慣にし

てみませんか？ 

レッツ 「ラジオ体操」！ 

 

【 み春野ふるさと夏まつり 】 

5月から告知していた「第 20回 み春野ふるさと夏まつり」、いよいよ来月に迫ってきました。 

4年ぶりに花火も打ち上げる計画です。また二年前に近隣自治会から譲り受けた「子ども神輿」を子ども達に担いでもらい、

賑やかに町内を練り回わししてもらえればと思います。 

今月の回覧には夏祭り関連のお知らせが多数含まれていますので、洩れなくご覧ください。 

ステージや出店、盆踊り、花火寄付等いろんなかたちで参加して夏祭りを皆んなで盛り上げましょう！ 

 

【 大規模災害時における地域ぐるみの対応 】 

今回の回覧資料では、大規模災害時における地域ぐるみでの対応＝共助の取り組みや制度について紹介しています。 

災害時に備えて今できることをしっかりしておきたいと考えています。 

万一の際近隣における共助による支援を望む方については、制度の活用をご検討ください。  
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【 各部からのお知らせ 】 

１．防犯部より 

《 侵入窃盗に備えましょう！ 》 

戸建て住宅や集合住宅に侵入して金品等を盗む犯罪を「侵入窃盗」といい、その中で、留守宅を対象とするものを「空き

巣」、就寝中を狙うものを「忍び込み」、家事中のスキを狙うものを「居空き」と言います。 最近の報道をみますと多発傾

向にあります通り、 「侵入窃盗」は、時として強盗等の凶悪事件に発展する恐れがあります。  

これからの時期、子供たちの夏休みやお盆休みの帰省など、自宅を留守にする機会が増えると思いますが、自己の生

命・身体・財産を犯人から守るため、日頃から防犯対策をしっかり行いましょう。  

なお、自治会では、シニアパトロール隊による昼中パトロール、及びいずみサポートによる夜間パトロールを継続実施し

てまいります。 （※下記、千葉県警察本部 安全・安心対策部会より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．交通安全部より 

《 夏休み中の交通安全 》 

夏休みのシーズンに入ると、普段は学校にいる昼間の時間帯にも子ども達は外で遊ぶようになり、子どもの飛び出しが

原因である事故が増加します。ドライバーにはどうしても避けがたいようなケースもかなり多いようです。 

み春野住宅地内でも多くの交差点がありますので十分にスピードを落とした運転が重要です。 

ドライバーとして気をつけるポイントとして「左折時の巻き込み事故防止」が挙げられます。左折時に体の小さい子どもを

見落としてしまいがちですから、内輪差を意識した運転を心がけましょう。 

次のポイントは、「信号が青に変わって発進する際にしっかりと左右を確認すること」です。子ども相手の交通事故は、

飛び出しを原因とするものが多いため、青信号だからといって安心しきらずに、左右の安全をしっかり確認することが重

要です。 

レジャーや帰省等、み春野から離れて車を運転することも多くなる時期でありますので各自がいつも以上に注意して交

通事故防止に努めてください。 
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３．防災部より 

《 防災の視点から停電への備えを！断水や火災といった二次災害への対策も！ 》 

2018 年に北海道で発生した地震では、複数の発電所が停止し、大規模停電につながりました。また、台風や暴風雨の

影響で送電設備や変電所に被害や故障が生じることもあります。 

さらには、需要と供給のバランスが崩れることで、安定的な供給が損なわれブラックアウト（全域停電）のリスクは高まり

ます。浄水場等のポンプが停止することによる断水も懸念材料です。 

東日本大震災による福島第一原子力発電所事故を端緒とした電力需給ひっ迫の教訓から需給ひっ迫時には、警報や

注意報が発令されることになりました。 

厳しい暑さが続き冷房の使用などで電力供給の余力、いわゆる予備率が５％を下回る見通しだとして、東京電力管内

で初めての「電力需給ひっ迫注意報」が発令されてから１年が経ちました。 

注意報発令の目的は、少しでも早く節電の必要性を呼びかけるものです。日頃から日常生活に支障がない範囲で節電

に協力しましょう。 

停電は、地震や水害などの自然災害をはじめ様々な原因による事故によって、全国各地で一年中発生する可能性があ

ります。停電に伴う熱中症や低体温症への対策、在宅医療機器への影響、パソコンデータ消滅に備えたバックアップ、

再通電後の通電火災を防止するための対応など、防災の視点からそれぞれのご家庭内において必要となる停電への

備えや停電により生じる様々な不都合な影響の低減化等に取り組みましょう。 

 

《 無理のない範囲でできる節電のポイント 》 

暑い時間帯には適切に冷房等を活用し、水分補給を行って熱中症にならないよう十分に注意しましょう。一方で、ひっ

迫度が増す、夕方には、冷房等を活用しつつ、使っていない照明を消すなど無理のない範囲でできる限りの節電を心掛

けましょう。最も電力需給が厳しくなるのは夕方です。日が傾き太陽光発電の出力が落ちることも関係しています。 

• 冷房時の室温は 28℃を目安としましょう。 

• 冷蔵庫の庫内温度設定を、「強」から「中」に変更し、ものを詰め込みすぎないようにしましょう。 

• 炊飯器は、長時間保温はせず、使わないときはプラグを抜きましょう。 

• 温水便座は暖房を消し、洗浄水の温度設定を低くしましょう。 

• 消費電力の大きいアイロンや電気ポット等の使用を無理のない範囲で控えましょう。 

• 照明照度の見直しや電源プラグの抜去、タップスイッチのオフによる待機電力カットにも取り組みましょう。 

 

４．会計部より 

《 令和 5年度上期自治会費等納付について 》 

6月に実施させていただきました、令和 5年度上期自治会費、「赤十字活動資金」募金、「千葉市を美しくする会」への賛

助金の納付状況は下記の通りです。 

①  令和５年度上期自治会費 2,846,500 円 （R5年 6月 18日現在） 

②  赤十字活動資金 19,100円 

③  千葉市を美しくする会 6,800円 

 

会員の皆様、班長・副班長の皆様、ご多忙にも関わらずご協力いただき誠にありがとうございました。 
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み春野自治会たより、自治会ホームページに対するご意見等、お待ちしております。 

メールまたはＦＡＸ、電話、文書にて自治会広報部までご連絡ください。 

（自治会ホームページ http://www.miharuno.shop/） 

電話 FAX：043-239-6733 

メール： miharuno_jichikai@hop.ocn.ne.jp  

み春野自治会広報部 

◆み春野一斉メールへのアドレス登録はお済ですか？ 

会員の皆様に、緊急時等の情報配信手段として『み春野一斉メール』の運用を行っています。 

まだご登録をされていない会員様は、ぜひご登録をお願いします。 

登録方法が分からない場合、平日１０時～１５時、集会所の事務員がお手伝いします。 

 

 

 

 

 

 

※迷惑メール対策をされている方は「@＿＿＿＿」ドメインからのメール受信許可を行ってから登録をお願いします。 

 ＜空メール登録＞（推奨） 

ｍiharuno＠＿＿ 

＜ＨＰフォーム登録＞ 

https://＿＿ 

◆ セーフティーウォッチャー ～ 新規募集中 

セーフティーウォッチャーとは、子供たちの登下校の際に３０分程度、決められた危険個所（交差点）に

て「横断中」の旗を持って安全を見守っていただく活動です。これまでも子どもたちの登下校の際、見守

りが必要とされる場所に保護者が当番制で立ち、子どもたちの安全を見守ってきていますが、昨今は児童

数減少や共稼ぎ家庭の増加に伴い、毎日の見守りが難しくなってきています。そこで地域の皆さんに、子

どもたちの安全のためセーフティーウォッチャーへの登録をお願いするものです。 

お問合せや登録については、こてはし台小学校校外補導委員までお問合せください。 

（こてはし台小学校 TEL043-259-1337）。 

https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kenzenikusei/kodomo110.html 


